別紙 
日田市食の自立支援事業受託事業者提出書類



日田市食の自立支援事業は、下記の関係法令及びガイドライン等を遵守し実施する必要があります。そのため、提出された書類等の審査により受託事業者として十分な事業実施体制を具備しているかの確認を行います。


１．関係法令及びガイドライン等
①　介護保険法施行規則第140条の62の３第２項
②　日田市食の自立支援事業仕様書
ア　民間事業者による在宅配食サービスのガイドラインについて（平成８年５月13日老振第46号厚生省通知）
イ　大規模食中毒対策等について（平成９年３月24日衛食第85号厚生省通知）別添「大量調理施設衛生管理マニュアル」


２．提出書類
[bookmark: _GoBack]①	□　日田市食の自立支援事業受託事業者調査票（様式　1）
②	□　誓約書（様式　2）
③	□　管理栄養士（栄養士）の履歴書・資格免許・雇用契約書（写）
④	□　配食サービス事業管理責任者の履歴書
⑤	□　研修マニュアル
　　　　　※１の①の基準を満たすよう仕様書の遵守事項及び、１の②アのガイドラインを踏まえた内容であること
⑥	□　衛生管理マニュアル
　　　　　※１の①の基準を満たすよう１の②イのマニュアルに準じた内容であること
⑦	□　サービス実施マニュアル
　　　　　※仕様書及び１の②アのガイドラインを踏まえた内容とし、⑥の衛生管理マニュアルを兼ねたものでも可。関係者等の緊急時を含む連絡体制を盛り込むこと
⑧	□　損害賠償保険証の写し
⑨	□　その他の添付書類（証明書・登記簿謄本は発行後3か月以内のもの）
　　　（共　　通）
　　　　□役員名簿　　□納税証明書（表-１に示す区分による）
　　　（法　　人）
　　　　□定款等　　□登記事項証明書　　□食品衛生法に定める営業許可証の写し
　　　（法人以外）
　　　　□個人事業の開業届出書の写し　　□商号の使用に応じ商業登記簿謄本若しくは
　　　　　店舗代表者の身分証明書（本籍地の市町村長発行のもの）


	事業者区分



納税証明書の種類
	法人
	個人

	
	日田市内に本店を有する者
	日田市外に
本店を有する者
	日田市内に住所・事業所等を有する者
	左記以外の者

	
	
	日田市内の営業所等を委任先又は連絡先とする者
	左記以外の者
	
	

	1
	法人税・消費税(税務署で発行したもの、写し可）
納税証明書：その3の3
	○
	○
	○
	×
	×

	2
	所得税・消費税(税務署で発行したもの、写し可)
納税証明書：その3の2
	×
	×
	×
	○
	○

	3
	日田市への法人市民税(個人市民税)、固定資産税、軽自動車税
納税証明書：原本のみ
	○
	○
	×
	○
	×

	4
	個人事業税又は各個人市町村民税納税証明書(個人事業税については各都道府県、個人市町村民税については各市町村で発行したもの、写し可)
	×
	×
	×
	×
	○


表-１
※　納税証明書については、表に示す事業者区分に応じて、縦の列の○印のある納税証明書（直近のもの）をすべて提出してください。未納がある場合については受託できません。
